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県
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が
っ
こ
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協
議
会
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ＧＩ登録前の名称 ＧＩ登録後の名称

いぶりがっこ
いぶりがっこ

（基準に合致する）

いぶり大根
（※１）

いぶり大根
（基準に合致しない）

いぶりがっこ
（先使用）

いぶり大根 いぶり大根

※１ 「いぶり大根」は、「いぶりがっこ」とは異
なる名称の代表的な表示例であり、この他に
「いぶり漬け」や「いぶり大根漬け」などを想定

１．「いぶりがっこ」におけるＧＩ登録後の表示方法

ＧＩ登録年月日
（令和元年５月８日）

※３ GI登録年月日以前から「いぶりがっこ」

の名称による販売実績がある場合、「先使
用」として令和８年５月７日までは「いぶりがっ
こ○○」として同一の名称として販売できるが、
既存包材を更新する際、適切な表示に改善
すること望ましい。

いぶりがっこ
（ＧＩいぶりがっことは違うことを表記）県

内

いぶり大根
（県外事業者はいぶりがっこ名称は使えな

い）

県
外

秋
田
県
い
ぶ
り
が
っ
こ
振
興

協
議
会
会
員

以
外

※２ 基準を満たせば「いぶりがっこ」と表示することが
できるが「いぶり大根」のままでもよい

※２

ＧＩマークを貼り付
けて販売する

協議会員は先使
用が認められな
い

ＧＩ登録前の名称 ＧＩ登録後の名称
ＧＩ登録年月日

（令和元年５月８日） ７年後（令和８年５月８日以降）

いぶりがっこ
（新商品（先使用のレシピ変更含む））

いぶりがっこ
（基準に合致する）

ＧＩマークを貼り付
けて販売する

いぶりがっこ
（先使用）

いぶり大根

※４ 県内の「いぶりがっこ（先使用）」及び「いぶり大根」
を製造する協議会会員以外の生産業者は、基準に合致
する産品をもっての協議会への加入又は新たな団体
での追加登録が可能

※３

※４



２．「いぶりがっこ」を原材料に使用した加工品（例：ポテトチップス）におけるＧＩ登録後の表示方法

ＧＩ登録前の名称 ＧＩ登録後の名称
ＧＩ登録年月日

（令和元年５月８日）
７年後（令和８年５月８日以降）

いずれの場合も、ＧＩ
マークはいぶりがっこを
原材料とした加工品に
貼り付けることはできな
いため、注意すること。

いぶりがっこ
ポテトチップス
（ＧＩ基準のいぶりがっこを使用）

いぶりがっこポテトチップス
（ＧＩ登録されたいぶりがっこを原材料に使用したもののみ、加工品に「いぶりがっこ」の名称を使用できる。）

いぶりがっこ
ポテトチップス
（先使用いぶりがっこ使用）

いぶりがっこ
ポテトチップス
（先使用いぶりがっこ使用）

いぶり大根
ポテトチップス

いぶり大根ポテトチップス

ＧＩいぶりがっこ

先使用いぶりがっこ

いぶり大根

大根パウダーや燻液

加
工
品
の
原
材
料

いぶりがっこポテトチップス
（ＧＩ登録されたいぶりがっこを原材料に使用したもののみ、

加工品に「いぶりがっこ」の名称を使用できる。）

いぶり大根ポテトチップス

～ ＧＩ登録後に新商品の加工品を作る場合 ～

いぶりがっこポテトチップス
（ＧＩいぶりがっことは違うことを表記）

県
内
産
先
使
用

原
材
料

いぶり大根ポテトチップス
（県外産先使用原材料ではいぶりがっこ名

称は使えない）

県
外
産

先
使
用

原
材

いぶり大根ポテトチップス

いぶりがっこ
ポテトチップス
（GIいぶりがっこ及び先使用
いぶりがっこ以外を使用）

いぶりがっこ
ポテトチップス
（GIいぶりがっこ及び先使用
いぶりがっこ以外を使用） いぶり大根ポテトチップス

Ｇ
Ｉ
登
録
年
月
日
以
前
か
ら
「い
ぶ
り
が
っ
こ
」の

名
称
に
よ
る
販
売
実
績
が
あ
る
場
合
、
「先
使

用
」と
し
て
令
和
８
年
５
月
７
日
ま
で
は
「い
ぶ
り

が
っ
こ
○
○
」と
し
て
同
一
の
名
称
と
し
て
販
売

で
き
る
が
、
既
存
包
材
を
更
新
す
る
際
、
適
切

な
表
示
に
改
善
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

（原材料を真正なGI産品の「いぶりがっこ」に変更した場合


